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1.序論

アーサー ・セシル ・ピグー
(197卜1959)は ,『産業平和の原理と方法』(1905)を公刊 し

たり,『失業』(1913)や 『厚生経済学』(1920)において独立 した章で考察を加えたりして

いることで明らかなように,初 期のころに労使関係の問題に大きな関心を寄せていた。さ

らに,こ のようにして初期に確立 した労使関係論を 20年 代の失業分析で用いている1).

本報告では初期の著作から,か れの労使関係論の全体像を明らかにし, どのような理論構

造にもとづいているか,そ してどのような政策提言に結びついているかを考察する。

ピグーの労使関係論は,3つ の要素から成 り立っていると捉えることができる.す なわ

ち,歴 史的考祭,理 論的考察,そ して規範的考察である。

||.歴史的考察

第一に歴史的考察でピグーは,19世 紀のイギリスにおける労使関係の発展が 3つ の歴

史的段階を経ることによって起こったと主張 した (『産業平和』第 1部 第 1章 ).

第一の段階は,労 働者が主に暴力的手段に訴える段階である。労働運動のもつとも初期

のころには,暴 力的手段が現状に不満をもつ労働者にとっては唯一の手段であった。ラッ

ダイ ト運動は,こ の段階の労働運動における顕著な例である.し かしながら,暴 力的手段

に訴えることは,政 府の態度を強硬にするのみであり,次 第に別の手段に取つてかわられ

るようになった。すなわちそれは,政 治的手段 (政治的大会の開催や議会活動)と 経済的

手段 (平和的ス トライキ)で ある。

しか しピグーは,ま ず政治的手段が用いられなければならなかったと言つている。1860

年代から70年 代にかけて,大 労働組合の代表者 らの政治的活動により労働組合の法的地

位が著 しく向上 した。これによリス トライキは,刑 罰の可能性が取 り除かれ,労 働者の権

利 として認められることになった。そして,こ のように政治的手段が成功すると,経 済的

手段つまリス トライキが完全な威力を持つことが可能になる。

ス トライキを有効に機能させるためには, さらに労働組合の組織的変化をともなう必要

があったとピグーは言つている。というのも,ス トライキは一産業の労働供給を停止させ

ることによってもつとも強力な手段となるので,一 産業全体で組織化することが必要にな

1)Pigou(1927,355-6)は
,第 一次大戦後の社会法制の変化によって労使の相対的な交渉力が変化 し,労

働者はより強硬に高賃金を求めるようになったため,高 賃金と高失業が並存する状況が存在 していると指

摘 している。Pigou(1952,103)で は,「私は,失 業の平均水準にかんする戦間期と 1914年 以前とのあ

いだの相違の大部分をこの状況に帰することができるという考えに傾いている」と言つている.ピ グー

は,そ の他の著作でも失業保険制度の変化と失業率の関係に言及 している (Pigou 1933,254;1941,93;
1945,27,72-3).
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るからである。そ して,労 働組合は,中 央組織の幹部が集権的に管理するような組織に変

わつた.労 働者が一産業全体で組織化するようになれば,い まや法的手段で組合を攻撃す

ることが不可能になった雇用主の交渉力は著 しく弱くなる。「〔労働者の〕団体が単独の雇

用者にたいして有する関係は,後 者が単独の労働者にたいして持つ関係 と類似のものであ

る」(PigOu 19o5,13).したがつて雇用主の側も団結すること必要となる。

このように第二の歴史的段階では,産 業組織に大きな変化をもたらす。労使 ともに全国

的な組織を持ち,中 央組織が争議にかんする決定権を持つ。ここでもし衝突が起これば,

一産業の操業は完全に停止するので,社 会全体にはもちろん,当 事者の双方にも多大な損

害をもたらす。 しか し労使双方は同時に,互 いの力を認識するとともに争議にともなう損

害をも強く認識するので,事 前に会合を持ち未然に防ぐほうがよいと考えるようになるで

あろう。こうして公式の労使交渉制度が導入 される。労使交渉は,紛 争解決の可能性を著

しく高めるであろう.ピ グーは以上のようにして,20世 紀初頭の比較的平和な労使関係

の成立を説明 した.し たがってピグーが産業平和にとつて重要と考えたのは,第 一に労働

組合の法的保護であり,第 二に労働組合組織の強固さである。これ らが存在することによ

り,産 業内部の自発的努力が産業平和を実現させるとかれは考えた。政府の介入にかんし

ては,産 業内部の自発的なはたらきを有効に機能させることを前提にしなければならない

とい うのが, ピグーの基本的な見解である。

lll.理論的考察

第二に理論的考察でピグーは,以 上のようにして実現された労使交渉を双方独占の特殊

な形態として考祭している (『産業平和』付録 Aな ど)a

Edgeworth(1881)は,無 差別曲線と契約曲線,お よびオファー曲線を用いて,競 争均

衡が効率的であること,市 場参加者の数の増加とともに非決定性の程度が縮小されること

などを示した (Humphrey 1998,99-108)。またエッジワースは,反 対に団結などによっ

て実質的な市場参加者の数の少なくなれば,経 済がより非決定になると示した。この過程

でかれは,交換の最終結果いnal settlements)が非決定でありながら「契約曲線ではな

く,需 要曲線 〔オファー曲線〕のうえに」(Edgeworth 1881,48)来るような場合があると

指摘 している。ピグーは,こ のエッジワースの議論に着想を得て,以 下のような労使交渉

理論を構築 した。

労使交渉は,数 量 と価格を両方 とも裁量的に決定することのできる純粋な双方独占で

はない。なぜなら,そ れぞれの組織において個々の成員は,交 渉代表者が妥結 した条件

に同意 しない場合,産 業から退出することができるので,価 格 (つまり賃金)を 決定すれ

ば,数 量が自動的に決定されるからである (Pigou 1905,2101;1908,210-1)。したがつ

て,労 使交渉モデルにおいては,契 約曲線上での妥結は不可能であり,需 要および供給
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曲線上での妥結のみが可能である2).需要および供給曲線上のうち,両 者にとつてともに

そこから離脱することが不利になるような妥結結果を示す軌跡を,ピ グーは 「妥結軌跡」

(Settlement iocus)と呼んでいる (図1(Pigou(1905,222)より転載)の 91Pと P92

の2つの曲線部分)3).

図1

つぎにピグーは,交 渉の具体的な状況を考慮に入れて 「仲裁軌跡」(arbitration iocus)

とい う概念を考案 した。かれはまず,図 による説明を可能にするために次のような状況

を設定する。労働者側が,も し衝突的行為に うつたえたとすればその後に特定の賃金率

7を 雇用主側に認めさせることができるが,そ の衝突には仕事をしない期間を耐え抜 く

ために特定の費用 σ が必要であると考えている (Pigou 1905,222)。さらに,賃 金率 〃

一―週当た り賃金額を表す としよう一一は通用期間 t―一単位は週とする一―を持ち,こ

の期間内には争議が起こらないものと予想 している。このような労働者の想定において

は,そ の争議後において労働組合は全体として週当た り,各 成員が賃金額 〃 を享受 して

いるあいだ同時に,字 の負担を負 うとみなすことができる。図 1に おいて,字 を 91■

に等 しいとしよう。以上のような状況においては,衝 突的行為に踏み切るかどうかを選

択 しようとする労働者側にとつて,点 島 が争議後に予測される実質的な結果となるので

ある。図 1に おいて破線の曲線 孔 Fは 点 ■ を通る労働者側の無差別曲線を表 している

が4),以
上の状況でもし雇用主側が ■ Fよ り上方の結果をもたらす提案をすれば,す な

わち 卜an∠ゴOX,tan∠ 910ズ 1の範囲にある賃金率を提案すれば5),労働者側はス トを起

2)た だし,労 使の団体の各成員が 「全体と比較 してきわめて小さい量のみを扱 う」(PigOu 1908,211)と い

う仮定が必要である。
3)妥 結軌跡 という概念は,ボ ウレーの交渉軌跡 (bargaining locus)と全く同じ概念である (Bowley 1924,

8 ) .                  ′
4)図 1は ,説 明の簡便化のため貨幣の限界効用一定を仮定 しているので,nFと οsを 平行に描いている.
5)労働者の求める最高賃金は,妥 結軌跡上の最大賃金である。それ以上の賃金率では,か えって効用水準が
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こすよりもそれを受け入れることによつてより高い効用水準を得ることができる。同様の

推論によつて,雇 用主側にとつて,衝 突を起こすよりも受け入れるほ うが利益 となる賃

金率の範囲が 卜an∠9ガ ズ,tan∠N餌 1であるとすると,こ れ らの 2つ の範囲の共有領

域 卜an∠ゴθズ,tan∠NOズ 1は両者にとつての,交 渉の決裂よりも有利であるとみなせる

ような賃金率を表 している。このときの妥結結果の軌跡 (NPと Pゴ の 2つ の曲線部分)

をピグーは 「仲裁軌跡」と呼んだ。

ピグーは,こ の 「仲裁軌跡」とい う概念を用いることによつて,衝 突行為 (ストおよび

ロックアウト)に ともな う費用が大きければ大きいほど,仲 裁軌跡が存在する可能性が高

くなるので交渉決裂の可能性は小さくなるとい うことを示 した7)。したがってかれは,一

般的に言つてお互いに多大な損害を与えうるような強力な組織があることは,労 使紛争の

平和的解決に大きく寄与すると考えている。

iV.規範的考察と政策

第二に規範的分析でピグーは,経 済全体の観点で, どのような賃金率が選択されるべき

かを考察 している。

ピグーははやくも 『産業平和』において,シ ジウィック的な経済的厚生の評価基準を提

示 し,所 得分配の改善による利益を主張している (Pigou 1905,42).しかし,議 論の中で

より重要となるのは,マ ーシャルの影響が強く現れた次のような労働市場分析である。

労働者が長期的均衡賃金を上回る結果を得たとしても8),多 くの場合において究極的に

は労働者の利益にならない。(1)労働需要の弾力性が大きい場合,あ るいは (2)長期的に

労働供給を制限することができない場合には,現 在雇用されている労働者の平均所得は増

加せず,分 配の改善をもたらさない.こ の結果は同時に,「生物学的」(PigOu 19o5,47)

考慮,つ まり高賃金が労働者の効率性を引き上げる可能性があることへの考慮を不可能に

する。とい うのも,効 率性の改善には 「実際に効果が現れるまで時間がかかる」(PigOu

1905,48)の であり,労 働者が高賃金を長期にわたつて享受できないのであれば,賃 金引

き上げによつて効率性改善を期待することはできないからである。一方で経済的に有利な

立場を持つ特権的な労働者は,上 記の条件 (1)(2)のどちらも満たさないので,現 在ここで

雇用されている労働者の平均所得を長期にわたつて増加 させることができるが,「〔労働階

低下する.こ のため,仲 裁軌跡は,妥 結軌跡の外にはみ出ることはできない。

6)ぃ ぅまでもなく,こ のような共有領域が存在 しない状況もありうる。その場合に,産 業平和に関心を持つ

政府は,外 的に争議にともなう費用を増大させることによつて,そ のような共有領域をあらたに生み出す

ことができるかもしれない.

7)し か し,仲 裁軌跡の存在だけでは不十分であるとピグーは言つている。「両者が必要以上のブラフの犠牲

となって,と もにその価値がないと知つている問題で争議に発展 してしまうかもしれない」(PigOu 1920,

60)。かれは,産 業平和の実現には,仲 裁軌跡の存在に加えて,効 率的な交渉制度およびそれを支える労

使間の信頼関係が芝、要であると考えた,

8)ピ グ_自 身は,長 期的均衡賃金ではなく 「通常」(nOrmal)賃 金という言葉を使つている.
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級〕全体の厚生を増加 させることにはならないであろう」(PigOu 1905,52)。経済の中核

となる熟練労働者の賃金が長期的均衡水準よりも高ければ,そ の他の労働者の実質収入を

減少 させた り,失 業を増加 させた りすることによつて,社 会に犠牲を強いることになる。

このような労働者が高賃金を得 られなかった場合でも,高 賃金を要求 して大規模なス トラ

イキを起こすことが可能である。この場合にも,社 会に損害を与えることになる。

ピグーは,こ のような産業平和 と社会の一般的厚生の対立を9),III.の理論的考察で論

じたように,衝 突行為にともなう費用を外部から大きくすることによつて解決 しようとし

た。つまりかれは,政 府が何らかの手段で介入することによって当事者 らにより大きな衝

突の費用を課すことができるなら,社 会的により望ましい賃金率を,衝 突を伴 うことなく

受け入れ させることができると考えた.し か しながらピグーは,II.の歴史的考察で論 じ

たように当事者の自発的な和解手続きがきわめて有効なものと考えているので,そ れを阻

害 しないことを重視 した。さらに 『産業平和』刊行時には,労 使関係への政府の介入はき

わめて少なく非公式なものにとどまっていたので, ピグーは,あ らたな領域への政府介入

にともな う考慮も重視 した。そこで,か れは具体的に次のような控えめな政策を提言 して

いる。すなわち,運 輸や燃料産業などの基幹産業で生じた対立にかんして,主 務大臣が公

的な裁判への付託を当事者に強制する権限を有 し,そ の公的裁判の裁定は,違 反にたいす

る罰則をともなわずただ一般に公表され,大 衆の圧力を喚起することを目的とするもので

ある10).

V.結 論

以上から本報告は,ピ グーが労働組合は産業平和を確保するために不可欠な存在であ

り,政 府の介入が有効に機能するかぎり,一 般的厚生にとつても有益な存在 とみなしてい

たと主張する。
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